
平成３０年１月１１日 
 
 
 

「相続時戸籍取得代行サービス」の紹介業務開始について 

 

 株式会社秋田銀行（頭取 新谷明弘）は、お客さまの相続手続きにおける利便性向上のため、行

政書士法人ジンテック（代表社員 安田一登）と業務提携し、同法人が提供する「相続時戸籍取得

代行サービス」の紹介業務を開始いたしますので、お知らせいたします。 

 当行では、今後もお客さまの幅広いニーズにお応えできるよう、商品やサービスの一層の充実に

努めてまいります。 

 

記 

 

１ 取扱開始日 

  平成３０年１月１５日（月） 

 

２ サービス概要 

  相続時に戸籍謄本等を取得する必要がある場合に、お客さまに代わって行政書士法人ジンテッ

クが戸籍謄本等の取得を行い、相続人関係図を作成する有料サービスです。 

お忙しいお客さまが時間を割くことなく、スムーズにお手続きを進めることができるようにな

ります。 

 

サービス内容 

【相続時戸籍取得代行サービス】 

相続手続きのうち、相続に必要な被相続人と相続人の戸籍謄本・

除籍謄本等の取得代行と相続人関係図の作成を行うサービス 

業務提携先 行政書士法人 ジンテック 

代 表 者 代表社員 安田 一登 

所 在 地 東京都千代田区二番町１１－７ 住友不動産二番町ビル３階 

Ｕ Ｒ Ｌ https://gyosei-jintec.jp/ 

   



【サービスフロー】 

 

金融機関 相続人様 （行）ジンテック 役所

郵送

申込書類一式

を郵送

・申込書

・委任状

・相続人確認書

・本人確認書類

指定口座にお振込 ご利用代金受取 交付申請

・戸籍謄本等

・相続人関係図

交付戸籍謄本等

相続人関係図

金融機関へ提出

サービス紹介

申込キット

 

（以 上） 


